
新潟市ホームページ広告掲載業務仕様書 

 

本仕様書は、新潟市ホームページへの広告掲載業務について、必要な事項を定める。 

 

１ 業務名 

新潟市ホームページバナー広告掲載業務 

 

２ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（バナー広告掲載月は，令和７年５月分から令和８年４月分（１２ヶ月）） 

 

３ 入稿場所 

新潟市政策企画部広報課（以下「広報課」という。） 

 

４ 業務内容 

（１）広告スペースの買い取り、支払い 

①受託者は、広告枠の掲載スペースを市から一括で買い取るものとする。 

広告掲載ページ・スペース及び枠数等（詳細は別紙参照） 

広告掲載ページ 

１ 新潟市公式ホームページトップページ https://www.city.niigata.lg.jp/ 

２ シティプロモーションページ「What’s NIIGATA」 

https://www.city.niigata.lg.jp/citypromotion/index.html 

３ 新潟市 スキマ時間の楽しみ方 

https://www.city.niigata.lg.jp/miryoku/index.html 

４ 「くらし・手続き」「健康・福祉・子育て」などの６カテゴリのトップページ 

・「くらし・手続き」https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/index.html 

・「子育て・教育」https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/index.html 

・「健康・医療・福祉」https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/index.html 

・「観光・文化・スポーツ」https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/index.html 

・「産業・経済・ビジネス」https://www.city.niigata.lg.jp/business/index.html 

・「市政情報」https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/index.html 

 

※すべてのページに共通のバナー広告が掲載されます。 

 

掲載スペース 回数 枠数 

１０枠/月 １２回（１２か月） １２０枠 

 



②受託者は、広告枠の買取料について、市が発行する納入通知書により下表に基づき納入

するものとする。 

広告料金 支払期限 

契約金額に４分の１を乗じ千円未満を切り捨てた額 令和７年 ６月３０日 

契約金額に４分の１を乗じ千円未満を切り捨てた額 令和７年 ９月３０日 

契約金額に４分の１を乗じ千円未満を切り捨てた額 令和７年１２月３１日 

契約金額から上記の合計額を控除した額 令和８年 ３月３１日 

 

（２）広告の募集・選定 

①新潟市ホームページ広告は、本市の歳入の確保のみでなく、地域経済の活性化にも資す

ることを目的としていることに鑑み、広告主は新潟市内に本社・本店または支店、営業

所を有する事業者、団体等を優先して募集することとする。 

②受託者は、広告主から掲載依頼を受けたものについて、新潟市広告掲載要綱、新潟市広

告掲載基準及び新潟市ホームページ広告掲載取扱要領（以下「要綱等」という。）に基づ

き、その掲載の可否、選定等の調整を行うものとする。要綱等に照らし疑義が生じる可

能性のあるものは、入稿前に市と協議するものとする。なお、代理店は協議の結果を理

由に、広告主に対して取り消し料等を求めてはならないものとする。 

 

（３）バナーの作成・入稿 

①受託者は、広告主と協議の上、以下の規格でバナー広告を作成すること。 

画像サイズ 縦７０ピクセル×１８０ピクセル 

形式 
GIF、JPEG、PNG 

※アニメーションやロールオーバー等画像が変化するものは不可。 

データ容量 １画像あたり８キロバイト以下 

その他 
バナー画像には必ず代替テキスト（ALT）を付加 

※テキストは「【】」で始め、「【】」を除いて全半角を問わず 35 文字以内 

 

②新潟市ホームページ広告掲載申込書（要領別記様式第 1 号）に必要事項を記入のうえ、

原則として掲載開始月の前月１５日までに、バナー画像のデータを添えて広報課に提出

すること。なお、１５日が閉庁日の場合は翌開庁日とする。 

③市は要綱等に照らして掲載の可否を決定し、新潟市ホームページ広告掲載決定通知書（要

領別記様式第２号）または新潟市ホームページ広告不掲載決定通知書（要領別記様式第

３号）により通知する。 

④バナー広告の掲載及び削除は、広報課が行う。 

 

５ バナー広告の掲載期間及び時間 

（１）広告を掲載する期間は、原則として各月１日から末日までの１か月単位とし、掲載申込

みのあった期間とする。 



（２）広告の掲載は、１日２４時間とする。ただし、ホームページのメンテナンス及び停電等

による公開停止期間は除く。 

（３）広告主の責に帰さない理由により、市が広告を掲載できなかった場合の、広告掲載期間

の延長または広告掲載料の返還については、新潟市ホームページ広告掲載取扱要領の定め

るところによるものとする。 

 

６ その他 

（１）バナー広告掲載ページのアクセス数については、広報課が毎月 10 日までに受託者に報告

するものとする。 

（２）新潟市ホームページのデザイン・レイアウト等については、現在のものから変更する可

能性がある（広告枠は除く。）。 

（３）バナー広告の内容等について、広告主が全て責任をもち、本市は責任を負わないものと

する。 

（４）その他、バナー広告の掲載等にかかる事項は、要綱等の定めるところによるものとする。 

（５）業務の遂行上、疑義が生じた場合は、その都度、広報課と協議すること。 

  



 

バナー広告掲載位置 


